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PCB廃棄物の処理

インナー手袋

高圧トランス 高圧コンデンサ

①高圧変圧器・コンデンサー等①高圧変圧器・コンデンサー等

②安定器等②安定器等

①低濃度PCBに汚染された廃電気機器等①低濃度PCBに汚染された廃電気機器等

蛍光灯安定器、水銀灯安定器、
小型電気機器等

変圧器・ｺﾝﾃﾞﾝｻｰ等変圧器・ｺﾝﾃﾞﾝｻｰ等

ＯＦケーブルＯＦケーブル

柱上変圧器柱上変圧器

低濃度ＰＣＢ低濃度ＰＣＢ

②可燃性のPCB汚染物等(10万mg/kg以下)②可燃性のPCB汚染物等(10万mg/kg以下)

都道府県及び政令市の⾧による許可施設
環境大臣による無害化処理認定施設
※処理施設ごとに、処理可能な品目が異なる。

高濃度ＰＣＢ

令和８年３月末にてJESCOでの処理事業が終了
今後の処理体制について検討中（環境大臣認定施設での処理）

感圧複写紙、ウエス、汚泥、
防護具類、塗膜くず等

高圧変圧器、高圧コンデンサー、リ
アクトル、放電コイル、サージアブ
ソーバー、変成器、
開閉器、遮断器、整流器等

③可燃性のPCB汚染物（10万mg/kg超）③可燃性のPCB汚染物（10万mg/kg超）

蛍光灯安定器

感圧複写紙

汚泥ウエス

④不燃性のPCB汚染物（5千mg/kg超）④不燃性のPCB汚染物（5千mg/kg超）

③不燃性のPCB汚染物等(5千mg/kg以下)③不燃性のPCB汚染物等(5千mg/kg以下)

金属くず、コンクリくず、廃油等
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JESCOによるポリ塩化ビフェニル（PCB）廃棄物処理事業の経過

○2001年（平成13年） PCB特措法成立

○2004年（平成16年）高濃度のPCB廃棄物については、国が主導し、
全国５か所（北九州、大阪、豊田、東京、北海道（室蘭））に
立地自治体のご協力をいただきながら、JESCOの処理施設を順次設置し、
処理を開始。

○2009年（平成21年7月）JESCO北九州事業所でプラズマ炉操業開始。
安定器汚染物等の処理開始。

○2013年（平成25年9月）JESCO北海道事業所でプラズマ炉操業開始。
安定器汚染物等の処理開始。

○2014年（平成26年６月）PCB廃棄物処理基本計画を変更。高濃度PCB廃棄物の処理期限を延⾧

○2016年（平成28年８月）PCB特措法の改正（処分期間までの処分完了を義務付け等）

○2022年（令和４年４月）事業終了準備期間を活用して処理を継続

○2024年（令和６年3月） JESCO北九州・大阪・豊田事業所における高濃度PCB処理事業を終了。

○2024年（令和６年8月） 北海道(室蘭)の対象エリアに、令和５年度末で処理事業を終了した西日本(北九州・
大阪・豊田を追加し、東京と北海道(室蘭)の２か所体制へ変更（処理期限は令和8年3月で変更なし）

〇2026年（令和８年3月）JESCO北海道（室蘭）事業所および東京事業所での高濃度PCB処理事業を完了。

JESCO北海道事業所（北海道室蘭市）
左:プラズマ溶融施設、右:化学処理施設
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低濃度PCB廃棄物等の処理状況

 令和６年度末までに、PCB含有の廃電気機器類を約97万台、PCB油を約17万５千トン、塗膜等のPCB
汚染物を約19万トン処理している。

無害化処理認定施設における絶縁油、廃電気機器、
汚染物（ドラム缶を除く）の処理実績累計
（令和６年度末時点）※大臣認定施設のみ

●低濃度PCB廃棄物の処理状況（令和６年度末時点）
H22からの累計処理量年間処理量

約970千台約144千台廃電気機器類
（変圧器・コンデンサー等）

約175千トン約11千トンPCB油

約190千トン約32千トン汚染物
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トランス・コンデンサー（千台）
絶縁油（千トン）
その他汚染物（千トン）

保管量事業所数廃 棄 物 の 種 類

約23,000 台7274変 圧 器

約16,000 台3212（ 3 k g 以 上 ）
コ ン デ ン サ ー

約80,000 台1965（ 3 k g 未 満 ）

約35,000 台112柱 上 変 圧 器

約7,000 台783その他の機器

約4,700 トン1057PCBを含む油

約11,000 トン120汚泥

約2,700 トン697塗膜

約8,100 トン1890その他

●低濃度PCB廃棄物の保管量（令和６年度末時点）
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ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法 及び中間貯蔵・
環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律（令和８年法律第44号）の概要

措置事項現状・課題 ＞
（PCB法の改正）

＜高濃度PCB＞
• JESCOの事業終了後、新たに発見される高濃

度PCB廃棄物に備えて処分期間の規定を見
直す※。

• 今後、処理能力を有する民間処理施設で安
全に処分※。

＜低濃度PCB＞
• 使用終了後の適正な処分を図るため、低濃度
PCB使用製品の管理基準や届出制度を創設。

（JESCO法の改正）
• 高濃度PCB廃棄物の処理が完了するため、

JESCOのPCB処理事業等を廃止。

＜高濃度PCBに係る課題＞
• PCB法において、高濃度PCB廃棄物及び高濃度

PCB使用製品の法定の処分期間内（令和５年
３月末等）の処分（処分の委託を含む。）を義
務付け。

• 中間貯蔵・環境安全事業株式会社（JESCO）に
おけるPCB処理事業が終了※し、今後、少量・散発
的に発生するPCB廃棄物の取扱いを定める必要。
※ 現行法はJESCOの処理が終了前の処分を義務付け

高濃度PCB製品は、引き続き廃棄物とみなす。
※ JESCOにおけるPCB処理事業の期間は立地地方公共団体との約束を

踏まえて設定され、PCB法に基づく政府の基本計画に記載

※ 発見後に一定期間内の処分を義務付ける

※ 民間処理施設での処理に係る基準等は
廃棄物処理法の告示改正で措置

＜低濃度PCBに係る課題＞
• PCB法において、低濃度PCB廃棄物の法定の処

分期間内（令和９年３月末）の処分を義務付
け。

• 使用中の低濃度PCB使用製品は相当数存在し、
今後も低濃度PCB廃棄物は相当数発生。

＜施行期日＞ 令和９年４月１日（改正JESCO法の施行は政令で定める日）
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使用中の低濃度PCB使用製品の届け出制度の新設
【届出制について】
低濃度PCB使用製品の所有事業者等に対して、低濃度PCB使用製品の管理の状況について、都道府
県知事への届出を義務付け。
【使用製品への管理基準の適用について】
低濃度PCB使用製品等について、所有事業者等に対して、新たに適用する、管理のための基準を定め、

機器の紛失やPCBが飛散・流出しないように管理基準を適用する。
※告示（平成28年経済産業省告示第237号）に定められる12品目は、従前のとおり電気事業法及びその下位法令に
基づき規制

【一定期間内の処理義務について】
所有事業者等は、使用を止めて廃棄しようとする際には、届出の上、低濃度ＰＣＢ廃棄物を一定期間内
に、自ら処分又は処分の委託をすることを義務付け。

低濃度PCB
使用製品等の届出
（既に把握しているもの）

制度改正による新たな措置の適用のイメージ

処理期限 処理期限廃棄

政令で定める期間内の処分を義務化

廃棄

保管・処分の
状況の届出

⇑
期限内処理の行政指導等の

対象とする

低濃度PCB
廃棄物

低濃度PCB
使用製品等の届出
（新たに発覚したもの）

低濃度PCB
廃棄物

法施行後の適用関係

制度の施行

政令で定める期間内の処分を義務化

管理基準の適用

保管基準の適用 管理基準の適用

保管基準の適用

政令で定める期間内の処分を義務化

保管基準の適用低濃度PCB
廃棄物

（新たに発覚したもの）
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JESCO法の改正
 事業の範囲において、PCB廃棄物の処理及びPCB廃棄物処理事業計画の策定を削除。
 今後は高濃度PCB処理事業で培ったノウハウ等を活かして、技術的な支援を実施。

改正法旧法

（会社の目的）
第一条 中間貯蔵・環境安全事業株式会社（以下「会
社」という。）は、中間貯蔵の確実かつ適正な実施の確保を
図り、事故由来放射性物質による環境の汚染が人の健康
又は生活環境に及ぼす影響を速やかに低減することに資す
るため、中間貯蔵に係る事業を行うとともに、非常災害廃棄
物の適正な処理の円滑かつ迅速な実施その他環境の保全
に資するため、非常災害廃棄物処理に係る事業並びに環
境の保全に関する情報及び技術的知識の提供に係る事業
を行うことを目的とする株式会社とする。

（事業の範囲）
第七条 会社は、その目的を達成するため、次に掲げる事
業を営むものとする。
一、二、三 福島県環境再生関係
四、五 （削除）
六 前各号に掲げる事業に附帯する事業を行うこと。

（ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理事業基本計画）
第十一条 （削除）

（会社の目的）
第一条 中間貯蔵・環境安全事業株式会社（以下「会社」という。）は、中間貯蔵の確実かつ適正
な実施の確保を図り、事故由来放射性物質による環境の汚染が人の健康又は生活環境に及ぼす影
響を速やかに低減することに資するため、中間貯蔵に係る事業を行うとともに、ポリ塩化ビフェニル廃棄物
の確実かつ適正な処理その他環境の保全に資するため、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理に係る事業
並びに環境の保全に関する情報及び技術的知識の提供に係る事業を行うことを目的とする株式会社
とする。

（事業の範囲）
第七条 会社は、その目的を達成するため、次に掲げる事業を営むものとする。
一、二、三 福島県環境再生関係
四 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理を行うこと。
五 環境の保全に関する情報及び技術的知識の提供を行うこと（第三号に掲げるものを除く。）。
六 前各号に掲げる事業に附帯する事業を行うこと。

（ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理事業基本計画）
第十一条 会社は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理に係る事業について、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の
適正な処理の推進に関する特別措置法第六条第一項に規定するポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基
本計画に従い、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理施設の設置の場所、当該処理施設における処理量
の見込み及び処理の方法その他環境省令で定める事業の基本となる事項に関する計画（以下「ポリ
塩化ビフェニル廃棄物処理事業基本計画」という。）を定め、環境大臣の認可を受けなければならない。
ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理事業基本計画の変更（環境省令で定める軽微な変更を除く。）をしよ
うとするときも、同様とする。


